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【０】電子商取引及び情報財取引等に関する準則 構成案 

 

電子商取引及び情報財取引等に関する準則 

 －目次－ 

第１．電子商取引 

１．契約手法に関する問題 

（１）契約の成立時期（電子承諾通知の到達） 

（２）ウェブサイトの利用規約の有効性 

（３）価格誤表示と表意者の法的責任 

（４）ワンクリック請求と契約の履行義務 

（５）なりすましによる意思表示のなりすまされた本人への効果帰属 

（６）なりすましを生じた場合の認証機関の責任 

（７）未成年者による意思表示 

（８）管轄合意条項の有効性 

（９）仲裁合意条項の有効性 

 

２．電子商取引に特有の取引形態 

（１）【１】電子商店街（ネットショッピングモール）運営者の責任（一部修正） 

（２）インターネット・オークション 

①オークション事業者の利用者に対する責任 

②オークション利用者（出品者・落札者）間の法的関係 

③インターネット・オークションにおける売買契約の成立時期 

④「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力 

⑤インターネット・オークションと特定商取引法 

⑥インターネット・オークションと景品表示法 

⑦インターネット・オークションと電子契約法 

⑧インターネット・オークションと古物営業法 

（３）ホスティングを伴う電子商取引事業者の違法情報媒介責任 

（４）インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い 

 

３．消費者保護 

（１）消費者の操作ミスによる錯誤 

（２）インターネット通販における分かりやすい申込画面の設定義務 

（３）ウェブ上の広告表示の適正化 
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①景品表示法による規制 

②特定商取引法による規制 

③【２】薬事法・健康増進法による規制（新規） 

④【３】貸金業法等による規制（新規） 

（４）インターネットを通じた個人情報の取得 

 

４．越境取引 

（１）当事者選択が無い場合の準拠法 

（２）越境取引における消費者保護法規 

（３）インターネット上の不法行為と準拠法 

 

第２．情報財取引 

１．ライセンス契約 

（１）契約の成立とユーザーの返品の可否 

①情報財が媒体を介して提供される場合 

②情報財がオンラインで提供される場合 

（２）重要事項不提供の効果 

（３）契約中の不当条項 

（４）ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲 

（５）契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容 

（６）契約終了の担保措置の効力 

（７）ベンダーが負うプログラムの担保責任 

（８）【４】SaaS・ASP のための SLA（Service Level Agreement）（新規） 

（９）ユーザーの知的財産権譲受人への対抗 

 

２．知的財産 

（１）ソフトウェア特許権の行使と権利濫用 

（２）P２P ファイル交換ソフトウェアの提供 

（３）ドメイン名の不正取得等 

（４）インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害 

（５）【５】ＩＤ・パスワード等のインターネット上での提供（一部修正） 

（６）【６】使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア（体験版ソフトウェア、期間

制限ソフトウェア等）の制限の解除方法を提供した場合の責任（新規） 

（７）データベースから取り出された情報・データの扱い 

（８）肖像の写り込み 

（９）著作物の写り込み 
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（１０）インターネットサイト上の利用 

（１１）サムネイル画像と著作権 

（１２）【７】他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点（一部修正） 

（１３）ｅラーニングにおける他人の著作物の利用 
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【１】電子商店街（ネットショッピングモール）運営者の責任 

 

【論点】 

店舗との取引で損害を受けたネットショッピングモール(以下｢モール｣という)利

用者に対してモール運営者が責任を負う場合があるか。 

 

（例）モール利用者が、モールに出店していた店舗から商品を購入したところ、商品

に欠陥があったが、店舗は行方不明となり連絡が取れない。モール運営者に対

して、損害賠償を請求することができないか。 

 

 

１．考え方 

（１）原則：責任を負わない 

個別の店舗との取引によって生じた損害について、モール運営者は原則として責任を負わない。 

 

（２）例外：責任を負う場合もある 

①店舗による営業をモール運営者自身による営業とモール利用者が誤って判断するのもやむを得

ない外観が存在し（外観の存在）、②その外観が存在することについてモール運営者に責任があり

（帰責事由）、③モール利用者が重大な過失なしに営業主を誤って判断して取引をした（相手方の善

意無重過失）場合には、商法第１４条の類推適用によりモール運営者が責任を負う場合もあり得る。 

この他に、モール運営者に不法行為責任等を認めうる特段の事情がある場合等には、モール運営

者が責任を負う場合があり得る。 

 

（責任を負う可能性がある例） 

║商品購入画面等モール運営者のウェブサイト画面で、売主がモール運営者であるとの誤解が生じうる場

合 

║モール運営者が特集ページを設けてインタビュー等を掲載するなどして、特定の店舗の特定商品を優良

であるとして積極的に品質等を保証し、これを信じたがためにモール利用者が当該商品を購入したとこ

ろ、当該商品の不良に起因してモール利用者に損害が発生した場合 

║ ’製品事故の発生が多数確認されている商品の販売が店舗でなされていることをモール運営者が

知りつつ、合理的期間を超えて放置した結果、当該店舗から当該商品を購入したモール利用者に同種の

製品事故による損害が発生した場合 

・ 

（商法第１４条の類推適用による責任を負わないと思われる例） 

・購入画面は、モールの統一フォームであるが、モール運営者のウェブサイト画面にモール運営者が売主

でないことが分かりやすく記載されている場合 
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・ 

（保証に基づく責任を負わないと思われる例） 

・品質等に関してモール運営者の判断が入らない形で商品又は店舗の広告を掲載しているにすぎない場

合 

・よく売れている商品に「売れ筋」と表示した場合や、売上高やモール利用者による人気投票結果等のデー

タに基づいた商品や店舗の「ランキング」、「上半期ベスト３」を単に表示したにとどまる場合 

・モール利用者の購買履歴等に基づき、個の々モール利用者に対して、当該モール利用者の嗜好や購入

商品等に関連する商品等を、当該商品の品質等に関する判断を含まない形で単に表示したにとどまる場

合 

・ 

 

２．説明 

（１）問題の所在 

モールに出店している個別の店舗との取引で損害を受けたモール利用者は、当該店舗に対して契

約上の責任を追及することができるが、このほかモール運営者に対しても責任を追及することができ

るか。通常、個別の店舗との取引において、売主としての責任を負うのは店舗であるため、個別の店

舗との取引によって生じた損害について、モール運営者が責任を負うことはないものと考えられる。し

かしながら、モールと店舗との関係で買主たるモール利用者がモール運営者を売主と誤認するような

状況が作られていた場合などにモール運営者が何らかの責任を負うことが考えられないだろうか。 

 

（２）商法第１４条の類推適用 

この点、参考となる裁判例として、スーパーマーケットに出店しているテナントと買物客との取引に

関して、出店契約を締結することにより営業主体がスーパーマーケットであると誤認するのもやむを

得ない外観を作出したことに関与したという理由から、商法第１４条の類推適用により、スーパーマー

ケットの経営会社が名板貸人と同様の責任を負うとしたものがある（最高裁平成７年１１月３０日第一

小法廷判決・民集４９巻９号２９７２頁）。 

商法第１４条適用の要件は、①名板貸人が営業主であるという外観の存在、②名義使用の許諾と

いう名板貸人の帰責事由の存在、③取引の相手方が重大な過失なくして名板貸人が営業主であると

誤認したことであるが、本判決は、②の名義使用の許諾はないが、上記のような外観の作出に関与し

た場合について、商法第１４条の理論的前提である外観法理を前提に、同条の類推適用を認めたも

のである。 

スーパーマーケットとそのテナントの関係と、モールとその店舗の関係は同一ではないが、一定の

類似性があることから、モールにおいても、①店舗の営業がモール運営者の営業であると一般のモ

ール利用者が誤認するのもやむを得ない外観が存在し、②当該外観の作出にモ╒⌂ ‚

事由があり、③当該モール利用者が重大な過失無くして営業主を誤認して取引をした場合には、商

法第１４条の類推適用によりモール運営者が責任を負う場合もあり得るものと解される。 

なお、例えばウェブ上にモール利用者が、通常認識することができるような形で「当モールに出店
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する店舗は、当社とは独立した事業者が自己の責任において運営しており、特に明示している場合を

除いて、当社及び関連会社が管理又は運営しているものではありません」といった表示をしている場

合であれば、当該表示はモール運営者の責任を否定する有力な根拠となると考えられる。 

いずれにせよ、モール運営者が商法第１４条の類推適用により責任を負うか否かについては、モー

ルの外観、モール運営者の運営形態のみならず、外観作出の帰責性の有無の判断要素として店舗

の営業への関与の程度（例えば、売上代金の回収の態様、明示若しくは黙示の商号使用の許諾等）

等をも総合的に勘案して判断されることになろう。 

 

（３）その他の責任原因 

商法第１４条の類推適用が認められる場合以外にも、以下のような場合には、モール運営者が、

個々の取引によってモール利用者に生じた損害について責任を負うべき場合があり得る。 

第一に、重大な製品事故の発生が多数確認されている商品の販売が店舗でなされていることをモ

ール運営者が知りつつ、合理的期間を超えて放置した結果、当該店舗から当該商品を購入したモー

ル利用者に同種の製品事故による損害が発生した場合のような特段の事情がある場合には、不法

行為責任又はモール利用者に対する注意義務違反（モール利用契約に付随する義務違反）に基づく

責任を問われる可能性がある。 

第二に、モール運営事業者がモール利用者に対して、単なる情報提供、紹介を超えて特定の商品

等の品質等を保証したような場合、当該商品の購入によって生じた損害について、モール運営者が責

任（保証に基づく責任）を負う可能性がある。ただし、品質等に関してモール運営者の判断が入らない

形で商品または店舗の広告を掲載しているにすぎないような場合には、モール運営者が上記の責任を

負うことは原則としてないと考えられる。同様に、よく売れている商品に「売れ筋」と表示すること、売上

高やモール利用者による人気投票結果等のデータに基づいた商品や店舗の「ランキング」、「上半期

ベスト３」などを単に表示すること、モール利用者の購買履歴等に基づき、個々のモール利用者に対し

て、当該モール利用者の嗜好や購入商品等に関連する商品等を当該商品の品質等に関する判断を

含まない形で単に表示することも、そのことのみでは商品等の品質等に関してモール運営者の判断を

示すものではなく、上記の責任を基礎づけるものではないと考えられる。 
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【２】薬事法・健康増進法による規制 

【論点】 

ウェブ上の健康食品、ペット用品、化粧品等の広告について、薬事法及び健康

増進法は、どのように適用されるのか。 

 

１．考え方 

（１）効用・効能についての表示の規制 

薬事法第６８条は、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品の広告宣伝を禁止しているが、食

品（野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物、及び健康増進

法第２６条の規定に基づき許可を受けた用途を表示する特別用途食品を除く）について病気の予防

や治癒のように医薬品的な効果効能を標榜した場合には、未承認の医薬品とみなされる可能性があ

り、当該食品が医薬品とみなされた場合には、その広告宣伝は薬事法第６８条違反となる。薬事法は、

人のみならず動物向けの医薬品も規制しているため、健康効果を標榜するペットフード等の広告も、

効果効能の標榜により動物向け医薬品とみなされた場合には、薬事法により禁止されることになる。 

 

また、食品について広告をする場合に、「健康の保持増進の効果」や「人の身体を美化し、魅力を

増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果」等について、著しく事

実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることは、健康増進法第３２条の２

により禁止されている。 

 

（２）掲示板 

健康食品やペットの健康改善を目的としたペットフードについての掲示板を設けた場合には、効果

効能についての書き込みがなされる可能性が高い。効果効能についての書き込みを期待して健康食

品やペットフードを販売する事業者がウェブサイトに掲示板を設置し、その結果、薬事法に違反する

医薬品的な効果効能の書き込みが実際にあり、それを積極的に利用する行為があった場合には、こ

のような掲示板が効果効能についての広告とみなされ、薬事法に違反すると解釈される可能性があ

る。 

（掲示板の設置が薬事法違反とされる可能性が高い例） 

・健康食品の通信販売業者が、効果効能についての口コミを記載させて積極的に広告に利用する意

図で製品の使用感想を書き込むための掲示板を設置し、病気治癒など効果効能を肯定する書き込

みはそのまま残し、否定的な書込みや販売促進につながらない書き込みは削除することで、掲示板

に効果効能を謳う書き込みが並ぶように操作して、掲示板を医薬品的な効果効能を広告する目的に

利用した。 

（掲示板の設置が薬事法違反とされる可能性が低い例） 

・健康食品の通信販売業者が、顧客へのサービスとして顧客間のコミュニケーション手段を提供するた
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めに、製品の効果効能について書き込むことを禁止するという条件で掲示板を設置し、実際に効果

効能についての書き込みがなされた場合には削除していた。 

 

（３）自社ウェブサイトとは別の健康食品成分の効果効能についてのウェブサイトの開設 

健康食品等の製造者や販売業者が自社ウェブサイトから健康食品等やその成分についての効果

効能が記載されたサイトへリンクを張ることや、逆に効果効能について記載したウェブサイトから自社

サイトにリンクを張ってもらうことは、実質的には自社ウェブサイト自体に効果効能を記載することと同

視できるので、薬事法や健康増進法に違反する可能性がある1。 

さらに、健康食品等の製造者や販売業者が、経営者や従業員個人など自社以外の第三者の名義

でウェブサイトを開設し、当該健康食品等に含まれる主要な成分の効果効能を記述することは、当該

サイトから販売サイトにリンクが張られていなかったとしても、製品名や販売業者の連絡先等が表示

されている場合等には、当該健康食品等について効果効能を標榜した広告に該当するものと解釈さ

れる場合があり、薬事法や健康増進法に違反する可能性がある。 

 

（４）薬事法上の許可がない業者が製造・輸入した化粧品・石鹸等 

医薬品と同じく、化粧品（石鹸、シャンプーなど浴用品を含む）についても、その製造又は輸入は、

薬事法第１２条第１項に基づき厚生労働大臣の許可を得た事業者でなければ行なうことができない。

薬事法には、無許可で製造された化粧品の広告自体を処罰する規定は含まれていないが、無許可

で製造または輸入された製品の広告は、薬事法第１２条第１項違反についての薬事法第８４条第１項

第２号の罪の幇助に問われる可能性がある。 

 

２．説明 

食品（野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物、及び健康

増進法第 26 条の規定に基づき許可を受けた用途を表示する特別用途食品を除く）の広告に医薬品

のような効用効能（人または動物の疾病の診断、治療または予防、及び人または動物の身体の構造

または機能に影響を及ぼすこと）を標榜し、これにより当該食品が医薬品に該当するとみなされた場

合には、その広告は薬事法第６８条違反となり、同法第８５条により2 年以下の懲役または200 万円

以下の罰金により処罰される。 

 

厚生労働省の通達「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和46 年 6 月 1 日薬発第 476

                                                 
1 例えば、以下に、健康増進法との関係で、このようなリンクの設置の違法性が述べられている。 

 「健康増進法上問題となるインターネット広告表示（例）」（平成16 年１月厚生労働省） 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7f.pdf 

 「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適

正化のための監視指導等に関する指針（ガイドライン）」（平成15 年 8 月 29 日 厚生労働省薬食発第 0829007 

号） 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/7.html 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/dl/7f.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/7.html
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号）2によれば、以下のいずれかに該当する食品（野菜、果物、菓子、調理品等その外観、形状等から

明らかに食品と認識される物、及び健康増進法第26 条の規定に基づき許可を受けた用途を表示す

る特別用途食品を除く）は原則として未承認の医薬品とみなすものとされている。 

 

 原材料として「専ら医薬品として使用される」物質（ホルモン、抗生物質、鎮痛解熱剤、医

師の処方箋が必要な医薬品に相当する成分など）が含まれている場合。例えば、多くの

副作用被害を生じさせた中国製ダイエット食品の事件では、当該健康食品が甲状腺ホル

モンなどの医薬成分を含んでいたために薬事法に違反する未承認医薬品とされた。 

 

 「専ら医薬品として使用される」物質が含まれていない場合であっても、以下のいずれか

に該当する場合 

║ 広告や製品のパッケージ等で医薬品的な効果効能を標榜している 

║ 製品の容器がアンプル形状であるなど専ら医薬品的である 

║ 用法用量の指示が「毎食後」など医薬品と誤解されるような表現である 

 

薬事法は、人のみならず動物向けの医薬品も規制しているから、健康効果を標榜するペットフード

等も、上の基準に照らして動物向けの医薬品とみなされる場合には、その広告が薬事法により禁止さ

れることになる。 

 

また、食品について広告をする場合に、「健康の保持増進の効果」や「人の身体を美化し、魅力を

増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果」等について、著しく事

実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることは、健康増進法第３２条の２

により禁止されている。また、専ら医薬品として使用される成分を含む食品や医薬品的な効能効果を

うたっている食品であって上述の「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和46 年 6 月 1 日

薬発第 476 号）に照らして医薬品とみなされる物については、健康増進法に基づく規制に加えて薬事

法第６８条の未承認医薬品等の広告の禁止や同法第６６条の虚偽又は誇大な広告の禁止の適用も

受けることとなる。また、化粧品については、同法第６６条の虚偽又は誇大な広告の禁止の適用があ

る。 

 

健康関連の商品についてのウェブ広告で特に問題となりやすいのは、健康食品、ペットフード、化

粧品等の効果効能に関する体験談や感想である。このような感想は、それが事実を正直に記載した

ものであっても、内容がアレルギーの治癒や病気の改善、皮膚のしわが消えるなどの医薬品的な効

果効能を述べるものであれば、薬事法第６８条の未承認医薬品等の広告に該当し違法である。また、

                                                 
2 「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」（昭和46 年 6 月 1 日薬発第 476 号）は以下のサイトに掲載され

ている。 

 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/dl/13.pdf 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/dl/13.pdf
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いわゆる「体験談」等であっても、実在しない「体験談」等を捏造した場合や、健康保持増進効果等に

ついて不都合な箇所を掲載せず、自己にとって好都合な箇所のみを抜粋して掲載しているとき等に

ついては、健康増進法第32 条の２において禁止されている虚偽誇大な広告等に該当する可能性が

ある。 

 

虚偽誇大な広告が行われる商品については、概して高価であり長期の継続使用による経済負担

が大きいのみならず、副作用による健康被害や虚偽・誇大な広告を信頼した患者が適切な診療の機

会を失うことにより健康に対する悪影響が生じる可能性が伴う。従って、これらの薬事法・健康増進法

上の違法な広告に対しては、刑事罰・行政処分に加えて、広告を信頼した消費者に対する民事上の

損害賠償責任も生じる可能性があると考えられる。 
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【３】貸金業法等による規制 

 

【論点】 

貸金業者がネット上で行なう広告については、貸金業法でいかなる規制が加え

られているのか。また、為替先物取引など金融商品取引や商品先物取引の広告に

ついてはどうか。 

 

１．考え方 

ネット広告に限らず、貸付けの条件について広告をするときには、貸金業者は、貸金業法第15 条

により、商号、貸付けの利率等の表示が義務付けられているほか、同法第16 条において、業務に関

して広告をするときには、貸付の条件について、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく

有利であると人を誤認させる表示等が禁止されている。 

為替先物取引などの金融商品の広告については、損失が委託保証金を上回るリスクの開示及び

委託保証金の金額に対する取引額の割合（委託保証金に対してレバレッジをどの程度かけているの

か）など、金融商品取引法第３７条、金融商品取引法施行令第１６条及び金融商品取引業等に関す

る内閣府令第７３条から第７６条までに規定されている事項を全て記載する必要がある。また、商品

先物取引についても、商品取引所法第２１３条の２、商品取引所法施行令第１０条の２、商品取引所

法施行規則第１００条の２に規定されている事項について、同様に記載する必要があり、商品市場に

おける取引等を行うことによる利益の見込み等について誇大広告をしてはならない。 

 

２．説明 

（１）貸金業法上の規制 

貸金業法第１５条第１項及び貸金業法施行規則第１２条は、以下の事項について広告に表示する

義務を課している。 

① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び貸金業登録番号 

② 貸付けの利率 

③ 返済の方式・期間・回数 

④ 賠償額（違約金含む）の予定がある場合、賠償額の元本に対する割合 

⑤ 担保に関する事項（担保に供する必要がある場合） 

 

また貸金業法第１５条第２項は、広告に連絡先として「貸金業登録簿に登録された連絡先」以外を

記載することを禁止している。  

さらに、同法第１６条は、貸金業者に対して以下のような広告を禁止している。 

 

① 貸付利率その他の貸付けの条件について著しく事実に相違する表示・説明をし、又は実際の

ものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明 
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② 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品をその業者の中心的な商品であると誤

認させるような表示又は説明 

③ 他の貸金業者の利用者又は返済能力が無い者を対象として借入れを勧誘する表示又は説明 

④ 借入れが容易であることを過度に強調し、資金需要者等の借入れ意欲をそそる表示又は説

明 

⑤ 公的な年金、手当等の受給者の借入れ意欲をそそるような表示又は説明 

⑥ 貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような表示又は説明 

 

（２）金融商品取引法上の規制 

証券会社、投資ファンド、投資助言・代理業者、投資運用業者などの金融商品取引業者が取引内

容につき広告3を行う場合には、必ず以下の事項を表示する必要がある（金融商品取引法第３７条、

金融商品取引法施行令第１６条及び金融商品取引業等に関する内閣府令第７３条から第７６条ま

で）。 

 

① 業者の商号 

② 金融商品取引業者等4である旨及び登録番号 

③ 手数料、信託報酬、費用その他顧客が当該取引につき支払うべき対価（有価証券の対価やデ

リバティブなどの権利の対価を除く）の種類ごと及び合計の金額、金額の上限又は計算方法 

④ 委託保証金を預託すべき取引については委託保証金の額又はその計算方法 

⑤ デリバティブ取引等で損失が委託保証金を上回る可能性がある場合には、その旨及び当該デ

リバティブ取引等の額の委託保証金に対する比率（計算できない場合にはその旨及びその理由） 

⑥ 金利、為替相場、株価指数等の指標を直接の原因として損失が生じるおそれがある場合には、

当該指標とその変動により損失が生じるおそれがある旨及びその理由 

⑦ 前号の損失が委託保証金の額を上回るおそれがある場合には、かかる損失のおそれを生じ

させる直接の原因となる指標、かかる損失が生じるおそれがある旨及びその理由 

⑧ 外国為替証拠金取引のような店頭デリバティブ取引について、金融商品取引業者等が表示す

る金融商品の売付け価格と買付け価格に差がある場合にはその旨 

⑨ その他重要な事項について顧客の不利益となる事実 

⑩ 業者が金融商品取引業協会に加盟している場合にはその旨及び協会名 

 

（３）商品取引所法上の規制 

商品取引員が、商品取引受託業務の内容について広告を行う場合には、必ず以下の事項を表示

する必要がある。（商品取引所法第２１３条の２、商品取引所法施行令第１０条の２、商品取引所法施

                                                 
3 証券会社が特定のファンド商品の名称を広告することは内容についての広告に該当するが、会社自体につい

てのイメージ広告はこれに該当しない。 
4 金融商品取引業者、及び金融商品取引法第３３条の２に基づき金融商品取引に関する書面取次行為など銀行

等に認められた一部業務を行なう旨の登録した銀行等の金融機関を指す。 
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行規則第１００条の２） 

① 商品取引員の商号 

② 商品取引員である旨 

③ 手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受託契約に関して顧客が支払う

べき対価の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の

合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要（これらの表示をすることができない場

合にあっては、その旨及びその理由） 

④ 受託契約に関して顧客が預託すべき取引証拠金等がある場合にあっては、その額又は計算

方法 

⑤ 受託契約に基づく取引が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金等の額に比して

著しく大きい旨及び当該取引の額の当該取引証拠金等の額に対する比率（当該比率を算出する

ことができない場合にあっては、その旨及び理由） 

⑥ 商品市場における相場の変動により受託契約に基づく取引について顧客に損失が生ずるこ

ととなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがあ

る旨及びその理由 

⑦ 商品取引員が商品先物取引協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該商品先

物取引協会の名称 
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【４】SaaS・ASP のための SLA（Service Level Agreement） 

【論点】 

SaaS を利用したソフトウェアの取引に当たり、事前に当事者間でサービスレベル

を合意しておくことが未然にトラブルを防止するために重要であるといわれている

が、その位置づけはどのように考えれば良いか。また、どのような事項について合

意しておくべきか。 

 

１．考え方 

SaaS（Software as a service）利用契約においてSLA（Service Level Agreement）5を定める場合、義

務規定として設けた場合、そのサービスレベルを達成できなかった場合には、債務不履行責任（民法

第４１５条）を負うことになる。これに対して、努力目標として規定した場合には、サービスレベルの不

達成が直ちに事業者の債務不履行とはならないと考えられる。 

また、サービス事業者の責任を免責・軽減する条項については、一般消費者が利用することが想

定されるようなサービスを提供するような場合には、消費者契約法との関係で無効とされる場合があ

ると考えられる。 

 

２．説明 

（１） SaaSとは 

SaaS（Software as a service）とは、「ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるにあたり、

必要な機能のみを選択して利用できるようにしたソフトウェア」6とされ、ネットワーク経由でサービスプ

ロバイダから利用したい機能を直接入手し、その使用分に対して対価を支払うものをいう7。 

利用例としては、CRM（Customer Relationship Management）やSFA(Sales Force Automation)、人事

情報管理・給与計算サービス、会計・企業サービス、電子メールサービス、コラボレーションツール系

サービス、セキュリティ対策サービス、PCヘルプデスクサービス、ID管理・認証サービス等がある。 

このようなSaaSは、「Service」という言葉が含まれていることから明らかなとおり、インターネット等

を通じたサービスの提供であり、どのようなサービスの提供を受けることができるのかということがユ

ーザーにとって重大な関心事となる。他方で、単純な物の売買とは異なり、サービスの提供という曖

昧な側面を有しており、またコンピューターシステムを利用し、ネットワークを通じてサービスを提供す

るという特質上、常に完全な状態でのサービスを提供しつづけるということを事業者に要求することは

                                                 
5 SLA の定義は必ずしも一義的に定まっていないが、本稿では、「IT サービスの提供者と委託者の間で、IT サー

ビスの契約を締結する際に、提供するサービスの範囲・内容及び前提となる諸事情を踏まえた上で、サービスの

品質に対する要求水準を規定するとともに、規定した内容が適正に実現されるための運営ルールを両者の合意

として明文化したもの」と定義する（「情報システムに係る政府調達へのSLA 導入ガイドライン」独立行政法人情

報処理推進機構 平成 16 年 3 月）。 
6 IT 情報マネジメント用語辞典（http://www.atmarkit.co.jp/im/terminology/） 
7 いわゆるASP（application service provider)とほぼ同義で用いられることもある。 
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できないという特質もある。 

そこで、SaaSを提供するに当たり、事業者はあらかじめ客観的なサービスレベルをSLAにより明示

することで、ユーザーに対して提供するサービスの内容を明らかにし、ユーザーとの間でのトラブルを

回避することが望ましい。 

なお、より詳細なSaaS向けSLAの設定例については「SaaS向けSLAガイドライン」8が経済産業省か

ら公開されているので、具体的なサービスレベルの設定方法等につき参照されたい。 

 

（２） SLAの法的効力 

SLAを定める場合においても、それをサービス事業者の義務規定の形で定めるのか、努力目標で

定めるのかによりその法的な意味合いは全く異なる。 

義務規定として設けた場合、そのサービスレベルを達成できなかった場合には、債務不履行責任

（民法第４１５条）を負うことになる。これに対して、努力目標として規定した場合には、サービスレベル

の不達成が直ちに事業者の債務不履行とはならない9。 

そこで、サービス事業者としては、自己の提供するサービスの内容、インフラ、稼動するアプリケー

ション、ユーザーから支払われる利用料などに照らして、適宜、努力目標と義務規定を使い分けるこ

とが必要となる10。 

また、リスクが想定される事項について、サービス事業者としては免責条項や損害賠償額の上限を

設けておくことも必要となろう11。 

もっとも、一般消費者が利用することが想定されるようなサービスを提供するような場合、消費者契

約法との関係で、規定さえ設けておけば当然に免責又は責任制限を受け得るわけではないことには

注意が必要である。 

逆にユーザーとしては、支払う対価に照らしてサービス事業者として行うべきことを行っているのか

（義務規定を設けて提供するサービスの内容を保証しているのか）、責任を負っているのかを自ら見

極めた上で、当該SaaSを利用する必要がある12。 

                                                 
8 http://www.meti.go.jp/press/20080121004/03_guide_line_set.pdf 参照。 
9 ただし、努力目標として規定したにすぎない場合でも、サービス事業者は、サービスレベルの達成・維持に向け

て継続的に取り組むべき義務は負っているものと考えられる。 
10 なお、努力目標として規定したにすぎない場合でも、実際に事業者が提供可能なサービスと、実際に提供され

るサービスの内容の程度に著しい相違があり、SLA の表示が一般消費者に誤認を生じさせるような場合には、

サービス利用契約の不成立、錯誤（民法第９５条）、景品表示法上の不当表示の問題等が発生することも考えら

れるので注意が必要である。 
11 サービスレベル不達成の場合を想定し、不達成の程度に応じて料金の減額等のペナルティを定めることがある。

このようなペナルティの規定は、それを損害賠償額の上限として定めれば、事業者にとってはその責任を限定す

る意味を持ち、他方でユーザーにとっても、ペナルティという形での責任追及を容易にする側面があるため、合

理的な内容のペナルティ規定を設けておくことは双方にとって有益なものであろう。 
12 なお、SLA にサービス事業者側による一方的なサービスレベルの変更を認めるような条項が設けられている場

合、義務規定として定められたものであっても、その拘束力は著しく弱められることになる。このような規定に基

づく事業者の一方的なSLA の変更は、ɓテスト時や、広告収入により運営されユーザーに無償で提供される

SaaS であれば問題が生じる場合は尐ないであろうが、ユーザーが相当な対価を支払っているSaaS においては、

ユーザーと事業者間のトラブル発生の原因ともなりかねない。このような事態を防止するため、SLA の大幅な変

更時にはユーザーに利用契約の解約権を認めることが望ましい。 
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（３） SLAで定めておくことが望ましい項目 

①前提条件 

SLAを定める以上、ユーザーの通信環境やハードウェアのスペック等の前提条件を定めることが

不可欠である。 

②可用性 

提供されるサービスがどのように利用できるかということは、ユーザーにとっては決定的に重要

なことであり、サービス提供時間や稼働率などを定めておくことが望ましい。 

例えば、保守管理のためにサービスを定期的に停止することが予定される場合には、予めこれ

を明示しておくべきである。また、SaaSの性質上、100％の稼働率を定めておくことは現時点では不

可能に近いため、予め想定される稼働率を明示することが望まれる。 

このような、サービス提供時間や稼働率を努力目標として定めることも可能であるが、有償サー

ビスの場合には、これらの設定値の不達成は利用料金の減額などに紐付けされている場合もあり、

未達成の程度が著しい場合には解約理由とされることもある。 

③信頼性 

SaaSでは、システムの不具合や通信障害により、サービスを利用できない状態（障害）が発生す

ることは不可避的な面がある。そのため、障害が発生した場合の復旧時間や対応について定めて

おくことが望ましい。 

もっとも、復旧時間を義務規定として定めた場合、技術的な問題などから時間内に復旧できなか

った場合のリスクを負担するのはサービス事業者であることから、このような規定を義務規定として

設けるには注意が必要となる。 

④性能 

応答時間を定めておくことで、予め提供されるサービスの性能を明らかにすることが望まれる。 

但し、応答時間はユーザーのインフラ環境次第で顕著な差が生じる場合があり、義務規定として

定める場合には前提条件も明示も含め、ユーザーの誤解を招かないような注意が必要である。 

⑤サポート体制 

ユーザーに対するサポートの提供を予定している場合には、サポートの提供方法、提供時間を

明示することが望ましい13。 

⑥データ管理 

SaaSの利用に際し、ユーザーからある程度まとまったデータの提供を受ける場合には、そのバッ

クアップの有無などについても定めておくことが望ましい。但し、バックアップを事業者の義務規定と

して定めながらデータを喪失した場合にはサービス事業者は多大なリスクを負担する可能性があ

るため、規定を設ける場合には十分な注意が必要である。 

⑦セキュリティ 

                                                 
13 電話サポートの場合には電話応答待ち時間、電子メールやファクシミリによるサポートの場合には第一次回答

までの時間等を明示。 
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SaaSを利用するユーザーから情報（秘密情報・個人情報）を取得する場合には、その取り扱い、

管理体制などを予め明示しておくことが望ましい。またSSLやVPNの利用の有無、ファイアーウォー

ルやウィルス対策についても明示しておくことで、予めサービスを利用するユーザーに注意（または

安心）を促すことができる。 

もっとも、このような定めを設けておいたとしても、実際に情報漏洩事故などが発生した場合に事

業者が免責されるかは別問題であり、事業者はSaaS運営にあたり十分な注意が必要である。 
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【５】ＩＤ・パスワード等のインターネット上での提供 

【論点】 

デジタルコンテンツやプログラムに対するアクセスやコピー（インストール）のため

のＩＤ・パスワード等をネットオークションに出品することや、インターネット上の掲示

板で開示することに対して、どのような制限があるか。 

 

１．考え方 

（１）契約による制限 

提供者とユーザーとの間にＩＤ・パスワード等の第三者提供を禁止する契約が締結されている場合、

ＩＤ・パスワード等をインターネット上で販売又は開示したユーザーは、契約上の責任（債務不履行責

任）を負う。 

 

（２）不正アクセス禁止法による制限 

ＩＤ・パスワード等が、インターネット等を通じて他のコンピュータを利用するためのものであって、当

該ＩＤ・パスワード等を付与されている利用権者14又は当該ＩＤ・パスワード等を付与している者に無断

で、かつ、当該ＩＤ・パスワード等がどのコンピュータを利用するためのものかを明らかにして提供する

行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（以下「不正アクセス禁止法」という。）により禁止さ

れている。 

 

（３）知的財産法による制限 

ＩＤ・パスワード等のインターネット上での販売又は開示は、技術的制限手段に対する不正競争に

は該当しないものの、著作権法の複製権等の侵害を助長する行為として、複製権等の侵害の幇助行

為に該当する可能性がある。 

 

（４）一般不法行為 

インターネット上でＩＤ・パスワード等を販売又は開示した者は、不法行為（民法709 条）に基づく損

害賠償責任を負う場合がある。 

 

２．説明 

（１）問題の所在 

デジタルコンテンツやプログラム（以下「コンテンツ等」という。）の視聴や使用を技術的に制限（いわ

ゆるアクセスコントロール）したり、複製（インストール）を技術的に制限（いわゆるコピーコントロール）

した上で、対価を支払ったユーザーのみに当該技術的制限を解除するためのユーザーＩＤ、パスワー

ド、プロダクトＩＤ、シリアル番号等（以下「ＩＤ・パスワード等」という。）とともにコンテンツ等を提供し（な

お、ＩＤ・パスワード等はユーザーが設定する場合もある。）、ユーザーは当該ＩＤ・パスワード等を使用

してコンテンツ等の視聴、使用、複製（以下「アクセス又はコピー」という。）が可能となる、という形態

                                                 
14 利用権者とは、当該ＩＤ・パスワード等を付与している者から、他のコンピュータの利用についての許諾を得た者

である。 
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のビジネスが行われている。 

ところが、インターネットの普及に伴い、ネットオークションやインターネット上の掲示板を用いて、コ

ンテンツ等のアクセス又はコピーのためのＩＤ・パスワード等の販売や開示が行われている。また、コ

ンテンツ等のアクセス又はコピーのための技術的制限を回避する方法（ノウハウ）をマニュアルのよう

に文書化した情報（以下「回避マニュアル類」という。）の販売や開示も行われている。その結果、対価

を支払うことによりコンテンツ等のアクセス又はコピーが可能となる形態のビジネスにおいて、営業上

の損害が生じていることが指摘されている。 

このようなＩＤ・パスワード等や回避マニュアル類をインターネット上で販売することや開示すること

に対して、法的にどのような制限があるのであろうか。 

なお、ＩＤ・パスワード等については、本項では、市場で商用として提供されているコンテンツ等のア

クセス又はコピー用のＩＤ・パスワード等を対象として以下論じることとし、銀行のキャッシュカードの暗

証番号や企業秘密の管理用パスワード等は対象とはしない。 

 

（２）契約による制限 

ＩＤ・パスワード等の提供に当たって、提供者とユーザーとの間で第三者に提供しない旨の契約が

締結されている場合がある。この場合、ＩＤ・パスワード等をインターネット上で販売又は開示したユー

ザーは、契約上の責任（債務不履行責任・民法第415 条）を負う。 

 

（３）不正アクセス禁止法による制限 

ＩＤ・パスワード等の識別符号を入力することで利用できるようになっているコンピュータにインター

ネット等のネットワークを通じて接続し、他人の識別符号を無断で入力するなどしてこのような利用が

できる状態にしてしまう行為は、不正アクセス行為として禁止、処罰されている（不正アクセス禁止法

第３条、第８条）。具体的には、他人の識別符号を無断で入力する行為と、いわゆるセキュリティホー

ル攻撃が該当する。ここで、識別符号とは、①特定利用を認める相手方ごとに違うものであること、②

その相手方以外に用いることができないものであること、の２つの要件を備える必要がある。ここで特

定利用とは、インターネット等の電気通信回線を通じて行う利用であって、その利用の内容に限定は

なく、コンテンツ等のアクセス又はコピーも含まれる。 

また、他人の識別符号を無断で、かつどのコンピュータを利用するためのものかを明らかにして第

三者に提供する行為も、不正アクセス行為を助長する行為として、禁止されている（同法第４条、第９

条）。なお、提供手段に限定はなく、オンラインで行っても、オフラインであっても禁止されている。また

提供行為によって金銭的な利益を得たかどうかは関係がない。 

したがって、ＩＤ・パスワード等が、インターネット等を通じて他のコンピュータを利用するためのもの

であって、当該ＩＤ・パスワード等を付与されている利用権者又は当該ＩＤ・パスワード等を付与している

者に無断で、かつ、当該ＩＤ・パスワード等がどのコンピュータを利用するためのものかを明らかにして

インターネット上で販売又は開示する行為は、不正アクセス禁止法により禁止されている。 

 

（４）知的財産法による制限 

①不正競争防止法について 

ⅰ)技術的制限手段に対する不正競争 

不正競争防止法においては、電磁的方法によってコンテンツ等のアクセス又はコピーを制限
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する手段（技術的制限手段（同法第２条第７項））を営業上用いる場合について、その技術的制

限手段の効果を妨げることによりアクセス又はコピーが可能となる機能のみを有する装置又は

プログラムを譲渡等する行為（プログラムについては電気通信回線を通じて提供する行為を含

む。）を、不正競争としている（同法第２条第１項第１０号、第１１号）。そして、技術的制限手段を

営業上用いているコンテンツ等の提供事業者は、技術的制限手段を無効化等する機器やプログ

ラムの譲渡等をする者に対して、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合

には、譲渡等の差止又は損害賠償を請求することができる（同法第３条、第４条）。 

 

しかし、ＩＤ・パスワード等は、コンピュータに正しく入力されることによって、一定の結果を引き

出すことが予め想定されているものであって、コンピュータに対して何ら不正な動作を起こさせる

ものでない。したがって、ＩＤ・パスワード等は「技術的制限手段の効果を妨げる」ものにはそもそ

も該当しないと考えられる。 

また、不正競争の対象となっているものは、機器とプログラムであり、かつ、いわゆる専用品に

限定されている。ここで、プログラムとは、「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得る

ことができるように組み合わされたもの」（同法第２条第８項）であり、ＩＤ・パスワード等は、単なる

文字、数字、記号の羅列であって、プログラムには該当しない上、機器にも該当しない。 

また、回避マニュアル類も、同様にプログラムや機器には該当しない。 

したがって、ＩＤ・パスワード等や回避マニュアル類の譲渡等の行為は、技術的制限手段に対

する不正競争には該当しないと解される。 

 

ⅱ)営業秘密に係る不正競争 

不正競争防止法上、営業秘密は、ア）秘密として管理されている（秘密管理性）、イ）事業活動

における有用な技術上又は営業上の情報であって（有用性）、ウ）公然と知られていないもの（非

公知性）をいう（同法第２条第６項）。 

営業秘密と解される場合、それをどのようにして取得したかによって不正競争に該当するかど

うかが判断されることとなり、これを「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段」（以下「不正取得行

為」という。）によって取得した場合、又は不正取得行為が介在したことを知りつつ（又は重大な

過失により知らないで）第三者から当該情報を取得した場合は、当該情報を取得・使用・開示す

る行為がそれぞれ不正競争に該当し（同法第２条第１項第４号、第５号）、及び当該情報を取得

した後に不正取得行為が介在したことを知って（又は重大な過失により知らないで）、当該情報を

使用・開示する行為がそれぞれ不正競争に該当する（同法第２条第１項第６号）とされている。も

っとも、リバースエンジニアリングによって情報を取得する行為については、不正の手段には該

当しないと考えられる。 

営業秘密に係る不正行為によって、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある

場合には、当該不正行為の差止又は損害賠償を請求することができる（同法第３条、第４条）。 

 

ａ)ＩＤ・パスワード等について 

営業秘密は、情報を有する主体ごとに、法の定める要件を満たすか否かにより判断される。

例えば、技術的制限手段を営業上用いているコンテンツ等の提供者が、多数のユーザーに同

一のＩＤ・パスワード等を第三者に提供しないという条件もなく付与している場合、ユーザーにと
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って、ア）秘密管理性及びウ）非公知性を客観的に認識することは困難であり、営業秘密であ

るとは認め難いと解される。 

これに対し、各人ごとに異なったＩＤ・パスワード等を第三者に提供しないという条件で付与し

ている場合は、ア）秘密管理性及びウ）非公知性を満たす可能性があり、ＩＤ・パスワード等が、

事業活動を行う上でイ）有用性のある情報であると考えられれば、営業秘密と認められる可能

性があると考えられる。 

 

ｂ)回避マニュアル類について 

コンテンツ等のアクセス又はコピー用の技術的制限手段を回避する方法は、ア）秘密管理

性、イ）有用性、ウ）非公知性を全て満たす場合、営業秘密と解される可能性がある。 

 

②著作権法について 

ⅰ）技術的保護手段の回避行為性 

著作権法においては、技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置若しくはプ

ログラムを公衆に譲渡（プログラムについては公衆送信若しくは送信可能化も含む。）することを

禁止しており、これらを行った者については刑事罰（３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金）

が課されることがある（著作権法第120 条の２）。 

なお、ここでいう「技術的保護手段」とは、電磁的方法により、著作権等を侵害する行為を防止

又は抑止するもの（著作権法第２条第１項第２０号）であって、あくまで著作物等の利用（複製、

公衆送信、送信可能化など）行為を抑止又は防止する手段である。したがって、デジタルコンテ

ンツの視聴やプログラムの使用の制限等、いわゆるアクセスコントロールについては対象外とな

っている。また、「技術的保護手段の回避」とは、技術的保護手段に用いられている信号の除去

又は改変を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該

技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることとされている

（著作権法第３０条第１項第２号）。 

しかし、ＩＤ・パスワード等は、コンピュータに正しく入力されることによって、一定の結果を引き

出すことが予め想定されているものであって、コンピュータに対して何ら不正な動作を起こさせる

ものではない。したがって、ＩＤ・パスワード等は「技術的保護手段に用いられている信号の除去

又は改変を行う」ものにはそもそも該当しないと考えられる。 

また、ここでの対象となっているものは、装置とプログラムであり、かつ、いわゆる専用品に限

定されている。ここでプログラムとは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよ

うにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」（同法第２条第１項第１０号の２）

であり、ＩＤ・パスワード等は、単なる文字、数字、記号の羅列であって、プログラムには該当しな

い上、機器にも該当しない。 

また、回避マニュアル類も、同様にプログラムや装置には該当しない。 

したがって、ＩＤ・パスワード等や回避マニュアル類の公衆への譲渡等の行為は、著作権法第１

２０条の２に該当しないと解される。 

 

ⅱ）複製権侵害の幇助行為性 

ソフトウェアをダウンロードないしインストールすれば、当該ソフトウェアの複製物が新たに作
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成されることになる。 

著作権侵害を助長する行為は、著作権侵害の幇助行為として、民法７１９条に基づき共同不

法行為責任を負う可能性がある15。 

では、ソフトウェアをダウンロードないしインストールする際に必要となるＩＤ・パスワード等をイ

ンターネットを通じて提供する行為は、複製権侵害を助長する行為として複製権侵害の幇助行

為に該当しないのであろうか。 

以下、 

・正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して、ダウンロードないしインストールを行なう行

為が、著作権法上の複製権侵害を構成するかを検討したうえで、 

・複製権侵害を構成する場合、これらの者に対してＩＤ・パスワード等をインターネットを通じて提

供する行為が、複製権侵害の幇助行為に該当しないか、 

について順次検討する。 

 

ａ）正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して、ダウンロードないしインストールを行なう

行為 

 

まず、ソフトウェアをダウンロードないしインストールするにあたって、ＩＤ・パスワード等の入

力が必須不可欠とされている形態として以下の事例に基づいて検討を行う。 

 

Ŭ サーバ内に目的とするソフトウェアがインターネットを介してコンピュータに直接インストー

ル可能な状態に置かれているが、直接インストールするにあたってＩＤ・パスワード等の入力

が必須不可欠とされている場合 

 

ɓ サーバ内には、目的とするソフトウェアがインターネットを介してコンピュータに直接インス

トールが可能な状態には置かれておらず、インストーラ16が何らの制限なく何人も自由にダ

ウンロード可能な状態に置かれている17のみで、一旦コンピュータ内のハードディスク等の

媒体内に当該インストーラをダウンロードしたうえで、当該インストーラを起動してインストー

                                                 
15 大阪高裁平成 9･2･27 判時 1624 号 131 頁 

  「控訴人会社は、自ら本件装置を操作するものではないが、被控訴人が管理する音楽著作物の上映権及び演

奏権を侵害するおそれの極めて高い、業務用カラオケ装置をユーザーに提供することを内容とする、リース業務

を日常的に反復継続する者として、･･･本件装置のユーザーが被控訴人の許諾を得ないまま本件装置をカラオ

ケ伴奏による客の歌唱に使用すれば、被控訴人が管理する音楽著作物の上映権及び演奏権を侵害することに

なることを知っていたか、仮に知らなかったとしても容易に知り得たのであるから、これを知るべきであったという

べきである。 

  しかるところ、控訴人会社は、･･･許諾を得ないまま本件店舗において本件装置を使用して客に歌唱させている

ことを認識しながら、右著作権侵害の結果を認容しつつ、本件リース契約を継続、更改して本件装置を提供し、

控訴人則子及び同隆による前示本件著作権侵害行為に加担したというべきである。」 

  「控訴人会社は、これらの注意義務をいずれも怠り、何ら適切な著作権侵害防止措置を講じないまま前記著作

権侵害行為に及んだ・・・との間で本件リース契約を継続、更改して本件装置を提供したのであるから、その点に

おいて控訴人会社に過失があるといわざるを得ず、控訴人会社は、・・・前記著作権侵害行為を幇助した者とし

て、民法七一九条二項に基づき共同不法行為責任を免れないというべきである。」 
16 本稿では、インストール対象となるアプリケーションプログラムを、コンピュータが使用可能な状態とするために

必要なすべてを含んだプログラムとする。 
17 典型的には、一般に公開されているウェブページで、ソフトウェアの制作者の管理するものにおいて、なんらの
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ルをすることが予定されているところ、 

 

ɓ１ インストーラをダウンロードするにあたって、ＩＤ・パスワード等の入力が必須不可欠と

されている場合 

 

ɓ２ ハードディスク内にダウンロードしたインストーラを起動してインストールを行なうにあ

たって、ＩＤ・パスワード等の入力が必須不可欠とされている場合 

 

ɔ 目的とするソフトウェアが格納されたＣＤ－ＲＯＭ等の媒体から、当該ソフトウェアをコンピ

ュータにインストールするにあたって、ＩＤ・パスワード等の入力が必須不可欠とされている場

合 

 

上記のいずれの場合も、ソフトウェアをダウンロードないしインストールを行なう行為自体は、

複製行為に該当する。 

すなわち、上記Ŭ、ɓ２、ɔのいずれのインストール行為についても、コンピュータのハード

ディスク内に、目的とするソフトウェアの複製物を新たに作成するものであり、上記ɓ１のイン

ストーラのダウンロード行為についても、インストーラの複製物を新たに作成することになるか

ら、いずれも、複製行為に該当する。 

 

つぎに、正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して、ダウンロードないしインストー

ルを行なう行為自体が、著作権法上の複製権侵害を構成するのか否かについて検討する。 

 

ア）Ŭ・ɓ１の場合 

正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して行なうインストールやダウンロード行

為については、原則として、著作権法上の複製権侵害を構成すると考えられる。 

すなわち、インストール（ダウンロード）行為にあたってＩＤ・パスワード等を入力することが

必須不可欠とされている場合には、当該ソフトウェアの著作権者は、ＩＤ・パスワード等を正

規に入手した者に対してのみインストール（ダウンロード）を行なうことを許諾していると考え

られるため、正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して行なうインストール（ダウン

ロード）行為は、私的使用目的の複製行為（著作権法第３０条第１項）等、著作権法で許容

される例外的な場合を除き、著作権法上の複製権侵害を構成すると考えられる。 

 

イ）ɓ２・ɔの場合 

まず、インストーラのダウンロード行為は、何らの制限なく自由に行なうことが許されてい

ることから、著作権者の許諾がなされているとみるべきであり、著作権法上の複製権侵害を

構成すると評価することは困難であろう。 

これに対して、インストール行為については、インストーラというプログラムの著作物の複

製物の所有者が、インストール行為によって目的とするソフトウェアの複製物を作成してい

ることから、著作権法第４７条の２第１項の規定が問題となる。 

                                                                                                                                               
アクセス制限もなくインストーラにリンクが張られているような場合である。 
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しかし、インストーラは、インストールされるプログラムを全て内包しており、インストールさ

れるプログラムを複製するための媒介物であるから、インストーラの所有者はインストール

されるプログラムの「複製物の所有者」であることを否定することは困難であろう18。 

以上のとおりであるから、ɓ２の場合においては、正規に入手していないＩＤ・パスワード

等を入力して行なうインストール行為は、複製権侵害を構成しないと考えられる。ɔの場合

においても、同様である。 

なお、当該インストール行為については、プログラム自体を改変するものではないため、

翻案権侵害も構成しないと考えられる。 

 

ウ）結論 

以上のとおりであるから、ソフトウェアをインターネットを介して直接インストールしたり、イ

ンストーラをダウンロードする際に、ＩＤ・パスワード等の入力が必須不可欠とされている場合

において、正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力して行なうインストールないしダウ

ンロード行為は、いずれについても、私的使用目的の複製行為（著作権法第３０条１項）等、

著作権法で許容される例外的な場合を除き、著作権法上の複製権侵害を構成すると考えら

れる。 

また、インストーラをダウンロードしたり、ソフトウェアが格納されたＣＤ－ＲＯＭ等を入手

後、正規に入手していないＩＤ・パスワード等を入力してソフトウェアをインストールする行為

については、たとえ著作権侵害を構成しない場合であっても、一般不法行為が成立する可

能性があることに注意が必要である。 

 

ｂ）ＩＤ・パスワード等をインターネットを通じて提供する行為 

Ŭ、ɓ１といった複製権侵害を構成する場合において、複製行為に必須不可欠なＩＤ・パス

ワード等をインターネットを通じて不特定多数の閲覧者に提供することは、閲覧者に複製行為

を行なわせること、すなわち閲覧者を道具として利用して不正な複製行為をさせる行為と評価

できるとして、複製権侵害そのものを構成するとの考え方もあろう。 

しかし、提供されたＩＤ・パスワード等を利用して、不正に複製行為を行なうか否かは、ＩＤ・パ

スワード等の閲覧者の自由意思によって行なわれるものであり、提供者が閲覧者を管理・支

配しているとまでは認められず、提供者自らに複製権侵害そのものが成立するとは言えない

と考えられる19。 

                                                 
18 藤田耕司「著作権法コンメンタール【上巻】」Ｐ４９４、作花文雄「詳解著作権法第3 版」Ｐ３７７ 
19 東京地裁平成 12 年 5 月 16 日判決・判時1751 号 128 頁 

  「一般に、ある行為の直接的な行為主体でない者であっても、その者が、当該行為の直接的な行為主体を『自

己の手足として利用して右行為を行わせている』と評価し得る程度に、その行為を管理・支配しているという関係

が認められる場合には、その直接的な行為主体でない者を当該行為の実質的な行為主体であると法的に評価

し、当該行為についての責任を負担させることも認め得るものということができるところ、原告らの前記（一）前段

の主張も、右のような一般論を著作権法の「複製」行為の場合に当てはめるものとして理解する限りにおいて、こ

れを是認することができる。 

  そして、被告が本件番組において本件各音源を送信しこれを受信者がＭＤに録音する場合における、被告と受

信者との間の関係をみると、被告と受信者との間には、被告がその送信に係る本件番組の受信を受信者に許諾

し、これに対して受信者が一定の受信料を支払うという契約関係が存するのみで、受信された音源の録音に関し

ては何らの合意もなく、受信者が録音を行うか否かは、専ら当該受信者がその自由意思に基づいて決定し、自ら

任意に録音のための機器を準備した上で行われるものであって、被告が受信者の右決定をコントロールし得るも
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他方、提供されたＩＤ・パスワード等が複製を行なうにあたって必須不可欠なものである以上、

当該ＩＤ・パスワード等を提供する行為は、およそ私的使用目的の複製以外の複製行為があり

えない場合を除き、複製権侵害の幇助行為として違法と評価されるべきものであろう。 

したがって、Ŭ・ɓ１の場合におけるＩＤ・パスワード等や回避マニュアル類の公衆への譲渡

等の行為は、私的使用目的の複製にしか利用されないという例外的事情がある場合を除き、

複製権侵害を助長する行為として、複製権侵害の幇助行為に該当する可能性が否定できな

いと考えられる。 

 

（５）一般不法行為 

①一般不法行為について 

故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって

生じた損害について損害賠償責任を負う（民法第709 条）。 

仮に著作権法や不正競争防止法などの個別の権利を定めた法律について違反行為がなけれ

ば、その行為は法により基本的に禁止されていないから、原則として不法行為は成立せず、例外

的に不正に自らの利益を図ったり、損害を加える目的があった場合に限り不法行為成立を認める

という考え方もありうる20。 

しかし、著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合に限らず、法的保

護に値する利益が違法に侵害された場合であれば不法行為は成立すると考えられる21。 

 

②検討 

インターネット上でソフトウェアのインストールや使用にあたって必要なＩＤ・パスワード等を販売又

は開示する行為はどうか。 

 

正規の手続を経て対価を支払った者（正規ユーザー）以外の者によるソフトウェアの使用を禁止

する目的で、ソフトウェアのベンダーが、ソフトウェアのインストール・使用にあたってＩＤ・パスワード

等の入力を要求するビジネスを行っている場合がある。 

このような場合に、ＩＤ・パスワード等が、ベンダーの意思に反してインターネット上で販売又は開

示されれば、ＩＤ・パスワード等の入手者は、ソフトウェアを、ベンダーに対し対価を支払わないまま

                                                                                                                                               
のではないことからすれば、被告が受信者を自己の手足として利用して本件各音源のＭＤへの録音を行わせて

いると評価しうる程度に、被告が受信者による録音行為を管理・支配しているという関係が認められないことは

明らかである。」 
20 本稿の設例とは直接関連しないが、東京地裁平成17 年 3 月 24 日判決（平成14(ワ)第 28035 号）は、原告自

身がインターネットに公開した情報（見出し）が著作物とは認められないとされた事案における不法行為責任につ

いて、以下のとおり述べている。 

  「YOL 見出しは，原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり，前記のとおり，著作権法等によっ

て，原告に排他的な権利が認められない以上，第三者がこれらを利用することは，本来自由であるといえる。不

正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段

の事情のない限り，インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。」 
21 知財高等裁判所平成 17 年 10 月 6 日（東京地裁平成17 年 3 月 24 日判決の控訴審判決）は、「不法行為（民

法７０９条）が成立するためには，必ずしも著作権など法律に定められた厳密な意味での権利が侵害された場合

に限らず，法的保護に値する利益が違法に侵害がされた場合であれば不法行為が成立するものと解すべきで

ある。」としている。 

  他に著作物性を否定しながら不法行為責任を肯定した裁判例として、東京高裁平成3 年 12 月 17 日判決など

がある。 
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使用できることになる。 

これにより、ベンダーは、資金や労力を投下して開発したソフトウェアの売り上げが低下し、投下

した資金等の回収が困難になるという営業活動上の不利益を受けることになる。この営業活動上

の不利益は、ソフトウェアの価値から生じるものであり、法的保護に値する利益であると考えられ

る。 

一方、ＩＤ・パスワード等の配布行為は、ベンダーに対し、一方的に損害を与えるのみであって、

表現の自由や自由競争原理等の観点を考慮したとしても正当化することはできず、社会的に許容

される限度を超えた違法なものと考えられる。 

したがって、ＩＤ・パスワード等の配布行為は、ベンダーに対し、営業活動上の不利益という損害

を与える行為であり、特別の事情（ソフトウェアの仕様上、ＩＤ・パスワード等を公開しても正規ユー

ザー以外の使用が不可能な場合など）がない限り、違法性を有するものとして不法行為が成立す

る可能性がある。 

なお、上記①の加害目的等がある場合に限り例外的に不法行為が成立するという立場によって

も、ベンダーに対する加害目的があるものとして、同様に不法行為が成立する可能性があるものと

考えられる。 
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【６】使用機能、使用期間等が制限されたソフトウェア（体験版ソフトウェア、期間制限

ソフトウェア等）の制限の解除方法を提供した場合の責任 

 

【論点】 

アプリケーションソフトやシェアウェアの体験版に付加されている制限（機能制

限、利用期間制限等）について、不正に解除する手段をインターネット上で提供す

る行為に対して、どのような制限があるか 

 

（例） 

１．制限解除に必要なシリアルデータを提供する場合 

２．制限解除に必要なシリアルデータを計算するキージェネレータを提供する場合 

３．期間制限のある体験版に、疑似日時情報を与えることにより期間制限を解除す

る疑似情報発生プログラムを提供する場合 

４．制限版であることが記録されているレジストリ等のデータの改変情報を提供す

る場合 

５．制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変した疑似完全版を提供する場合 

６．制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変するクラックパッチを提供する場

合 

７．制限版か否かを判別する処理ルーチンを改変するために必要なバイナリ変更

情報を提供する場合 

 
１．考え方 

上記各例における法的責任の存否は、以下のとおりである（その他の法律の制限を受けるか否か

は、準則Ⅱ－２－５「ID・パスワード等のインターネット上での提供」を参照されたい）。 

① シリアルデータを第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、シリアルデ

ータをインターネット上で提供した場合、債務不履行責任を負うと考えられる。 

② キージェネレータを第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、キージェ

ネレータをインターネット上で提供した場合、債務不履行責任を負うと考えられる。 

③ 疑似情報発生プログラムを第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、

疑似情報発生プログラムをインターネット上で提供した場合、債務不履行責任を負うと考えられ

る。 

④ レジストリ等のデータの改変情報を第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けてい

る者が、レジストリ等のデータの改変情報をインターネット上で提供した場合、債務不履行責任を

負うと考えられる。 



 30 

⑤ 疑似完全版をインターネット上で提供する行為は、著作権法上、複製権侵害、公衆送信権侵害

等を構成し、刑事上、民事上の責任を負うと考えられる。また、制限版を改変して疑似作成版を作

成する行為は、別途、著作者人格権侵害を構成し、刑事上、民事上の責任を負うと考えられる。 

  また、疑似完全版を第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、疑似完

全版をインターネット上で提供した場合、さらに、債務不履行責任を負うと考えられる。 

⑥ クラックパッチをインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、刑

事上、民事上の責任を負うことがあると考えられる。 

  また、クラックパッチを第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、クラッ

クパッチをインターネット上で提供した場合、さらに、債務不履行責任を負うと考えられる。 

⑦ バイナリ変更情報をインターネット上で提供する行為は、複製権等の侵害を惹起したものとして、

刑事上、民事上の責任を負うことがあると考えられる。 

  また、バイナリ変更情報を第三者に提供しないという条件で制限版の提供を受けている者が、バ

イナリ変更情報をインターネット上で提供した場合、さらに、債務不履行責任を負うと考えられる。 

 

また、上記①から⑦までの全ての場合で、不法行為に該当し、損害賠償責任を負う可能性がある

と考えられる。 

 

２．説明 

（１）問題の所在 

アプリケーションソフトやシェアウェアにおいては、販売促進の一環として、完全版に比して何らか

の制限がなされている制限版（一部機能が利用できない機能制限版、利用可能期間の制限がなされ

る体験版等）を無償で頒布したうえで、上記制限のない完全版での使用を希望するユーザーに対して、

制限解除の手段（体験版を完全版に変更するために必要なシリアルナンバー、体験版を完全版へ変

更するパッチ等）を有償で提供するといった形態のビジネスが行われている。 

上記にもかかわらず、当該ソフトウェアの権利者に無断で上記制限を回避する手段を提供するイン

ターネットサイトが多数存在しており、このため、当該権利者の対価取得の機会が不当に侵害されて

いると指摘されている。 

そこで、当該権利者に無断で上記制限回避の手段をインターネット上で提供する行為が、法的に

制限されているのかが問題となる。 

なお、上記制限回避の手段が多岐にわたるので、以下においては、まず、上記制限回避手段を概

観したうえで、法的問題を検討していく。 

 

（２）制限回避手段について 

現時点で存在が確認されている制限回避手段の提供は、以下のとおりである。 

 

①シリアルデータ提供型 

制限版における制限解除の条件が固定のシリアルデータの入力であるソフトウェアの場合にお

いて、当該シリアルデータそのものをインターネット上で提供することにより行われる。提供を受け

たユーザーは、自己が有する制限版を起動する際に、当該シリアルデータを入力することにより、
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制限版を完全版として使用することが可能となる。 

提供されるシリアルデータの入手方法としては、権利者から有償で開示を受ける場合、体験版の

解析によりシリアルデータを自ら発見する場合、シリアルデータを提供している第三者のサイトから

入手する場合等がある。 

 

②キージェネレータ提供型 

ユーザー名等の情報から逐次シリアルデータを生成するソフトウェアの場合において、シリアル

データを生成するプログラム（以下「キージェネレータ」という。）をインターネット上で提供することに

より行われる。提供を受けたユーザーは、キージェネレータを実行し生成されたシリアルデータを、

自己が有する制限版を起動する際に入力することにより、制限版を完全版として使用することが可

能となる。 

提供されるキージェネレータの入手方法としては、体験版の解析によりキージェネレータを自ら

作成する場合、キージェネレータを提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

 

③疑似情報発生プログラム提供型 

偽の日時データを正規の日時であるかのようにアプリケーションソフトに付与することのできる疑

似情報発生プログラムを、インターネット上で提供する行為。提供を受けたユーザーは、使用期間

に制限のある制限版に疑似情報発生プログラムを使用することによって使用期間の制限を解除す

ることができ、期間経過後も使用することが可能となる。 

提供される疑似情報発生プログラムの入手方法としては、疑似情報発生プログラムを自ら作成

する場合、疑似情報発生プログラムを提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

この態様は、他の態様と異なり、どのソフトウェアにも使用可能な汎用性の高い疑似情報発生プ

ログラムを提供する行為であることが多く、このため、特定のソフトウェアを解析しているとはいえな

い場合が多いという特色がある。 

 

④設定データ変更型 

アプリケーションソフトの設定データが記録されているレジストリ情報等を解析した結果得られる、

制限版を完全版に変更するレジストリ変更情報等をインターネット上で提供する行為。提供を受け

たユーザーは、この情報をもとに、自らのコンピュータにインストールした制限版に関するレジストリ

情報等を変更することにより、完全版と同様に使用することが可能となる。 

提供されるレジストリ変更情報等の入手方法としては、体験版の解析によりレジストリ変更情報

等を発見する場合、バイナリ変更情報を提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

この態様は、当該ソフトウェアそのものは何ら改変されることがなく、設定情報が変更されるにす

ぎないことに特色があり、提供を受けたユーザーは、手動でレジストリ変更情報等を変更しなけれ

ばならないことから、一定以上の知識を有するユーザーに限定される。 

 

⑤疑似完全版提供型 

制限版を解析し、制限版であるか否かを判定している処理ルーチンを無効化することにより、制

限版を完全版と同等の機能を有する疑似完全版に改変し、これをインターネット上で提供する行為。

提供を受けたユーザーは、当該疑似完全版をインストールするだけで、完全版と同等のソフトウェ
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アを得ることが可能となる。 

提供される疑似完全版の入手方法としては、体験版の解析により疑似完全版を自ら作成する場

合、疑似完全版を提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

この態様は、疑似完全版を入手するだけでユーザーは完全版を入手したのと同じ効果をもつこ

とから、特に専門知識を有していないユーザーに対して行われるという特色がある。 

 

⑥クラックパッチ提供型 

制限版であるか否かを判定している処理ルーチンの情報をもとに、制限版を制限のない形態に

自動で変更するクラックパッチ（プログラム）を作成し、これをインターネット上で提供する行為。提

供を受けたユーザーは、このクラックパッチを当てる（プログラムを実行する）ことにより、制限版を

疑似完全版に改変し、完全版と同様に使用することが可能となる。 

提供されるクラックパッチの入手方法としては、体験版の解析によりクラックパッチを自ら作成す

る場合、クラックパッチを提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

この態様は、上記⑤疑似完全版提供型と異なり、疑似完全版を作成するのが、提供を受けたユ

ーザーであるところに特色があるが、反面、クラックパッチを実行するだけで行えることから、この場

合も専門知識を有していないユーザーに対して行われるという特色がある。 

 

⑦バイナリ変更情報提供型 

体験版を解析し、制限版であるか否かを判定している処理ルーチンに関するバイナリ22情報（疑

似完全版への変更情報を含む。）をインターネット上で提供する行為。提供を受けたユーザーは、

当該バイナリ情報をもとに、制限版を疑似完全版（完全版と同様に動作するもの）に改変することに

より、完全版と同様に使用することが可能となる。 

提供されるバイナリ変更情報の入手方法としては、体験版の解析によりバイナリ変更情報を自ら

発見する場合、バイナリ変更情報を提供している第三者のサイトから入手する場合等がある。 

この態様は、上記⑥クラックパッチ提供型と異なり、提供されるのは、単なる解析情報にすぎず、

クラックパッチの実行という自動的に行われる改変ではなく、提供を受けたユーザーが、手動で変

更することに特色があり、提供を受けたユーザーは、手動でプログラムを変更しなければならない

ことから、一定以上の知識を有するユーザーに限定されるという特色がある。 

 

（３）法的検討 

上記制限回避手段の提供は、権利者からみれば、著作物である完全版の不正使用ということにな

ろう。 

そこで、まず、上記制限回避手段の提供が、著作権法上の権利侵害に該当するか否かを検討し、

その後に、他の法律の制限を受けるか検討する（著作権法上の権利侵害該当性以外の点について

は、準則Ⅱ－２－５「ID・パスワード等のインターネット上での提供」と同様であるので、詳しくはそちら

を参照されたい）。 

 

 

                                                 
22 テキスト形式以外のデータ形式全般のことを意味するが、ここでは、実行可能形式のコンピュータプログラムを
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①著作権法上の権利侵害への該当性 

上記の制限回避手段は、大きく分けて、結果的に制限版を本来のものとは異なるものに改変す

ることが予定されている態様のものと（上記⑤から⑦まで）、何ら改変を伴わない態様のもの（上記

①から④まで）に分類できる。 

前者の形態は、制限版に何らかの改変が施されることになることから著作権法上の権利侵害と

なるおそれが高い。 

そこで、下記の著作権法における検討においては、上記２つの態様ごとに検討する。 

なお、制限版であるか否かを判定している処理ルーチンが、本体とも呼ぶべきプログラム部分と

完全に分離されており（例えば、完全に別ファイルとして構成されている場合）、かつ、制限版であ

るか否かを判定している処理ルーチン自体に創作性がない場合（例えば、書籍等で紹介されてい

るありきたりなプログラムをほぼそのまま流用した場合）には、制限版であるか否かを判定している

処理ルーチン部分はそもそも保護の対象となる著作物とは言えない。 

したがって、以下においては、制限版であるか否かを判定している処理ルーチンが本体とも呼ぶ

べきプログラム部分と分離していないか、分離していたとしても、制限版であるか否かを判定してい

る処理ルーチン自体に創作性が認められる場合に限定して検討していく。 

ⅰ）結果的にソフトウェアを改変することが予定されている態様について 

ａ）著作者人格権侵害について 

まず、疑似完全版提供型のうち、提供者自らが制限版を疑似完全版に改変している場合、

当該改変は著作者の意に反することは明らかであるから、著作者人格権の一つである同一性

保持権（著作権法第２０条第１項）を侵害することになるのではないかが問題となる。 

この点、著作権法第２０条第２項第３号には、「プログラムの著作物を電子計算機において

より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」については著作権法第２０条第１項の

適用がないと規定されていることから、この場合も同一性保持権を侵害することになるのか否

かが同条項の解釈と関連して問題となる。 

確かに、制限版を疑似完全版に改変することは、制限版しか入手できないユーザーにとっ

ては、より効果的に利用しうるために行われるものともいえる。 

しかし、著作権法第２０条第２項は、きわめて厳格に解釈運用されるべきとの見解があり23、

この見解によれば、同項第３号は、プログラム上の不具合であるバグを取り除いたり、有効な

機能を追加するバージョンアップといったプログラムそのものの価値を高めるための改変を予

定しているとする24。この見解に立てば、制限版を疑似完全版に改変することは、著作者が予

定している機能制限等を機能しなくするものにすぎず、バグを取り除くものでも、バージョンアッ

プを行うものでもないことになり、同条項の適用はなく、同一性保持権侵害に該当すると解釈

されることになろう。 

したがって、上記の場合には、同一性保持権侵害に該当すると解釈される可能性があると

いえる。 

次に、クラックパッチ提供型、バイナリ変更情報提供型の場合は著作者人格権侵害を構成

するであろうか。 

                                                                                                                                               
意味する。 

23 加戸守行「著作権法逐条講義五訂新版」p173 
24 前掲書 p175 
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確かに、これらの態様の場合、提供者は、自ら制限版を改変するわけではない。 

しかし、提供を受けたユーザーがクラックパッチを使用したり、バイナリ変更情報をもとに制

限版を疑似完全版に改変した場合、前述のとおり、当該ユーザーによる改変行為は同一性保

持権侵害を構成することから、クラックパッチやバイナリ変更情報は上記同一性保持権侵害行

為を容易にしていることは明らかである。 

したがって、クラックパッチやバイナリ変更情報を提供することは、ユーザーの改変行為を惹

起する行為といえ、同一性保持権侵害を惹起したことに基づく責任を負う可能性があると考え

られる25。 

 

上記のとおりであるから、自ら疑似完全版を作成した者は、同一性保持権侵害として、刑事

的には、５年以下の懲役もしくは５００万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されるこ

とになり（著作権法第１１９条第２項第１号）、民事的には、権利者から当該行為の差止め（著

作権法第１１２条）、損害賠償請求（民法７０９条）を受けることになると考えられる。また、クラ

ックパッチやバイナリ変更情報を提供した者は、同一性保持権侵害を惹起したものとして、刑

事的および民事的責任を負う可能性があると考えられる。 

 

ｂ）著作権侵害について 

まず、疑似完全版提供型のうち、提供者自らが制限版を疑似完全版に改変している場合、

翻案権（著作権法第２７条）を侵害しないかが問題となる。 

この点については、一部が改変されているとはいえ、ソフトウェアとして本来的に予定されて

いる部分には何ら改変がなされていないうえ、改変部分は制限版か否かを判定している処理

部分を無効にしているだけであり、何ら創作的な改変はなされておらず翻案権侵害を構成しな

いとも考えられるが、他方で、いわばソフトウェア全体を制限版から完全版へ改変するもので

あるから、創作性に変更がないとはいえないとして、翻案権侵害を構成するとも考えられる26。 

なお、疑似完全版を新たに複製する行為は、疑似完全版への改変行為が翻案権侵害を構

成するか否かにかかわらず、著作権侵害を構成すると考えられる27。 

次に、疑似完全版への改変行為が翻案権侵害を構成するか否かにかかわらず、疑似完全

版をサーバにアップロードする行為については、複製権（著作権法第２１条）ないし原著作者の

権利（著作権法第２８条）を侵害するものであると共に、当該サーバから第三者にダウンロード

させた場合には、更に公衆送信権（著作権法第２３条第１項）ないし原著作者の権利（著作権

法第２８条）を侵害することになると考えられる。 

上記のとおりであるところ、複製権侵害等が成立する場合、刑事的には、１０年以下の懲役

もしくは１０００万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることになり（著作権法第１

                                                 
25 東京高裁平成 16 年 3 月 31 日（デッドオアアライブ2 事件判時１８６４号１５８頁）参照。 
26 東京地裁平成 19 年 3 月 16 日（Lexis 判例速報１９号９３頁）では、このような場合も、翻案権侵害にあたると判

示している。 
27 疑似完全版への改変行為について創作性がないとして翻案権侵害を構成しないと考えた場合には、制限版の

著作権者に無断で疑似完全版を複製する行為は、制限版を複製することと同一であると考えられるので、制限

版の複製権侵害を構成することになると考えられる。また、疑似完全版への改変行為について創作性があるとし

て翻案権侵害を構成すると考えた場合には、制限版は疑似完全版の原著作物にあたることから、制限版の著作

権者に無断で疑似完全版を複製する行為は、原著作者の権利を侵害（著作権法第２８条）することになると考え

られる。 
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１９条第１項）、民事的には、権利者から、当該行為の差止め（著作権法第１１２条）、損害賠償

請求（民法第７０９条）を受けることになると考えられる。 

次に、クラックパッチ提供型、バイナリ変更情報提供型の場合は複製権侵害等を構成する

であろうか。 

この点については、同一性保持権侵害の場合と同様に、クラックパッチやバイナリ変更情報

を提供することは、閲覧者による複製ないし翻案行為を惹起する行為となると考えられること

から、およそ私的使用目的の複製ないし翻案行為があり得ない場合を除き、複製権侵害ない

し翻案権侵害を惹起したことに基づく責任を負う可能性があると考えられる。 

 

ⅱ）結果的にソフトウェアを改変しない態様について 

いずれの提供型においても、ソフトウェアそのものを改変するわけではなく、また、ソフトウェア

を複製等するわけでもないため、著作権法上の問題は生じない。 

なお、疑似情報発生プログラムは、「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする

プログラムの複製物」（著作権法第１２０条の２第１号）に当たらないかが問題となるも、疑似情報

発生プログラムは、あくまで虚偽の日時をソフトウェアに与えるにすぎず、当該ソフトウェアに特

定の反応をする信号が記録されているわけではないのであるから、「技術的保護手段の回避を

行うことを専らその機能とするプログラムの複製物」に当たらないと考えられる。 

また、レジストリ情報等の設定情報を変更することが著作権法上何らかの問題を生じないか

問題となるも、レジストリ情報等は単なるデータにすぎず、そもそも著作物とはいえないので、著

作権法上の問題は生じない。 

したがって、いずれの提供形においても、著作権法上の権利を侵害するものとは認め難いと

考えられる。 

 

②不正アクセス禁止法による制限 

正規に入手していないシリアルデータ等を用いてソフトウェアを使用したとしても、「電気通信回

線を通じて」行われるものではないので、いずれの態様においても、不正アクセス禁止法における

「不正アクセス行為」には該当しない（不正アクセス禁止法第３条第２項）。 

 

③不正競争防止法による制限 

ⅰ）技術的制限手段に対する不正競争 

不正競争防止法においては、電磁的方法により、特定の反応をする信号をプログラムとともに

記録媒体に記録等したり、特定の変換を必要とするように記録等することにより、プログラムの

実行を制限する手段（技術的制限手段（同法第２条第７項））を営業上用いる場合について、そ

の技術的制限手段の効果を妨げることによりプログラムの実行が可能となる機能のみを有する

装置またはプログラムを譲渡等する行為を、不正競争としている（同法第２条第１項第１０号及び

第１１号）。 

しかしながら、一般に、制限版における制限方法は、特定の反応をする信号がプログラムとと

もに記録されていたり、プログラム自体が特定の変換を必要とするようなものではなく、技術的制

限手段に該当しない。 

したがって、当該行為は、いずれの態様においても、技術的制限手段に対する不正競争には
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該当しないと考えられる。 

 

ⅱ）営業秘密にかかる不正競争 

シリアルデータ提供型およびキージェネレータ提供型においては、営業秘密を不正に提供して

いるようにも考えられる。 

しかし、シリアルデータそのものを提供する場合には、もとも多数のユーザーに対し、同一のシ

リアルデータが提供されているのであり、営業秘密であるとは認め難いと考えられる。 

また、キージェネレータを提供している場合には、そもそもシリアルデータそのものを提供して

いるわけではないのであるから、営業秘密を提供しているとはいえない。 

従って、第三者に提供しないという条件でシリアルデータが付与されている場合を除けば、営

業秘密であるとは認め難いと考えられる。 

 

④契約による制限 

権利者が各態様における提供者との間で、明示的に各態様における提供行為を禁止する契約

を締結している場合、これに反する行為は、債務不履行として、損害賠償の責任を負う（民法第４１

５条）。 

また、各態様において、シリアルデータを発見する等のためには、制限版を解析すること、すな

わちリバースエンジニアリングを行うことが不可避となるが、権利者から制限版を入手する際にリバ

ースエンジニアリング禁止条項が含まれる契約を締結することが条件となっており、かつ、リバース

エンジニアリングを禁止した条項が無効にならない場合には（リバースエンジニアリングと独占禁止

法の解釈に関し、準則Ⅱ－１－３「契約中の不当条項」の「競争制限的な契約条項」参照）、当該契

約を締結した者がリバースエンジニアリングを行ってシリアルデータ等を発見することは、契約上の

責任を負うと考えられる。 

 

⑤一般不法行為 

 いずれの態様についても、権利者の営業活動上の不利益という損害を与える行為であるから、

違法性を有するものとして、不法行為が成立する余地があると考えられる。 
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【７】 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点 

【論点】 

無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責

任を負うことがあるか。 

 

（例） 

１．わいせつな画像等をアップしているアダルトサイト運営者が、当該サイトのメン

バーであるなどとして、女性の主催する店舗や個人等のホームページのフロント

ページに、無断でリンクを張る場合 

２．反社会的団体が、自己の団体の関連企業であるなどとして、善良な企業のホー

ムページに無断でリンクを張る場合 

３．自己のホームページを有名な大手企業の関連会社のページであるとの誤解を

与えて利益を得ようと考えて、大手企業のホームページへ（「関連企業情報はこ

ちら」等といった誤解を誘うような方法で）無断でリンクを張る場合、無関係の企

業に対して、傘下の企業であるとか代理店であるとしてリンクを張る場合、無関

係の個人が傘下の人物であるとしてリンクを張る場合等 

４．企業のホームページのロゴマークに、インラインリンクやフレームリンクの態様

でイメージリンクを張って、自らのホームページが当該企業と関連する企業であ

るかのように、その商品又は役務について使用する場合 

 

１．考え方 

インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用すること

は、著作権等の権利の侵害にならない限り原則自由であるが、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利

益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段

の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。 

 

２．説明 

（１）ウェブページが表示される基本的な仕組み 

まず、説明の前提として、WWW を通じたウェブページの閲覧の意味を検討する。一般に、各ウェブ

ページは、画像（ｇｉｆファイルやｊｐｇファイル等）を含む複数のファイルによって構成されており、これら

のファイルは、ｈｔｍｌファイルに記述されたレイアウトに従って各端末のディスプレー上に表示されるこ

とになる。あるウェブサイト中の特定のウェブページにアクセスして閲覧する場合、当該ウェブページ

を構成するファイルは、順次ウェブサイトからインターネットを経由して当該ウェブページを閲覧しよう

としているユーザーの端末へ送信される。ユーザーの端末では、まずｈｔｍｌファイルが読み出され、そ

のｈｔｍｌファイルの記述に従ってそのウェブページを構成する各ファイルが順次展開され、ディスプレ

ー上の所定の位置に所定の大きさで各ファイルに収録された画像等のコンテンツが表示され、このよ
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うなプロセスを経てウェブページが再現されることになる。 

次に、上記の点を前提として「リンクを張る」ことの意味を検討するに、他者のウェブページにリンク

を張る者は、リンク先のウェブページの所在を示すＵＲＬをリンク元のウェブページを構成するｈｔｍｌフ

ァイルに書き込むだけであって、リンク先のウェブページや画像等のコンテンツを自ら送信したり複製

しているわけではない。リンク先のＵＲＬが記述されたｈｔｍｌファイルがリンク元のウェブページから送

信されるように設定し、ユーザーの端末へリンク先の所定のファイルが送信され、ユーザーの端末上

で当該ファイルが読み出されウェブページが再現されるようにしているだけなのである。もっとも、リン

ク先のウェブページを表示するために、ユーザーがリンクボタンをクリックする等の行為を行うことが

必要となる場合と、ユーザーの特段の行為を要せずに自動的にリンク先のコンテンツがリンク元のコ

ンテンツとともに表示される場合とでは、その意味合いが異なってくる可能性もある。そこで、本論点

を検討する際には、リンクを通じてのリンク先のコンテンツの送信及び複製の意味合いを、整理、分析

する必要がある。 

 

（２）リンクの態様について 

リンクの態様にも様々な方式があり、本論点中の各用語は、以下の意味を有するものとする。 

 

 

 

「サーフェスリンク」とは、他のウェブサイトのトップページに通常の方式で設定されたリンクをいうも

のとする。なお、本論点において、「通常の方式で設定されたリンク」とは、ユーザーがリンク元に表示

されたURL をクリックする等の行為を行うことによってリンク先と接続し、リンク先と接続することによっ

てリンク元との接続が切断される場合のリンクをいうものとする。 

 

「ディープリンク」とは、他のウェブサイトのウェブページのトップページではなく、下の階層のウェブ

ページに通常の方式で設定されたリンクをいうものとする。 

Ａ Ｂ 

サーフェスリンク 

ディープリンク 
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イメージリンク 

インラインリンク 

Ａ Ｂ 

画像へのリンク 

画像ファイル 

ＨＴＭＬファイル 

フレームリンク 

Ａ Ｂ 

ＨＴＭＬファイル 

フレームリンク 

ＨＴＭＬファイル 

フレーム３ フレーム２ 

フレーム１ 

フレーム１のリンク 

フレーム３のリンク 

フレーム２のリンク 

画像へのリンク 

フレームリンク 
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「イメージリンク」とは、他のウェブサイト中の特定の画像についてのみ設定されたリンクをいうもの

とする。 

 

「インラインリンク」とは、ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページが立ち上がった

時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に

送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクを

いうものとする。 

 

「フレームリンク」とは、ウェブブラウザの表示部をいくつかのフレームに区切り、フレームごとに当

該フレームと対応づけられたリンク先のウェブページを表示させる態様のリンクをいうものとする。 

 

（３）リンクを張ることについての法的責任 

①不法行為に基づく責任 

リンクを張る際に、リンク先とリンク元の関係等が誤認され、リンク先のホームページ開設者の名

誉が毀損されたり、信用が毀損されたり、他人の氏名を無断で使用し、真実に反する記載をするこ

とにより氏名権28の侵害が発生する等、何らかの損害が発生した場合、刑法上の信用毀損罪、名

誉毀損罪が成立する可能性もあるほか、民法上の不法行為責任が生じる可能性がある。これらの

事例は、リンク特有の問題というよりも、リンクという手段を用いて違法行為が実行されるものに他

ならず、リンクを張った者の責任の有無を判断するに際しては、関連する法令の解釈に従って判断

すべきことになる。 

インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用するこ

とは、著作権等の権利の侵害にならない限り本来自由である。しかし、リンク先の情報をⅰ)不正に

自らの利益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場

合など特段の事情のある場合には、不法行為責任が問われる可能性がある29。 

 

                                                 
28 氏名権については、氏名を正確に称呼される利益をめぐって争われた事例で、最高裁は、「氏名は、社会的に

みれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人と

して尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」とその法的根拠を人

格権に求め、「氏名を正確に称呼される利益は、不法行為法上の保護される」（最高裁昭和63 年 2 月 16 日第三

小法廷判決・民集42 巻 2 号 27 頁、ＮＨＫ日本語読み事件）と判断した。また、最高裁は、ＮＨＫ日本語読み事件

を引用した上で、「人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有する」。「これを違法に侵害された者は、加害

者に対し、損害賠償を求めることができる」ほか、「現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵

害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることもできると解する」（最高裁平成 18 年 1 月 20 日第二小法廷

判決・民集60 巻 1 号 137 頁、天理教事件）として、氏名権を人格権的側面から侵害行為の差し止めもできると判

断している。 
29 新聞社に無断で、営利の目的をもって、かつ、反復継続して、しかも、ニュース報道における記事見出しが作成

されて間もないいわば情報の鮮度が高い時期に、ニュース報道における記事見出し及び記事に依拠して、特段

の労力を要することもなくこれらをデッドコピーないし実質的にデッドコピーしてリンク見出しを作成し、これらを自

らのウェブサイト上のリンク見出し表示部分のみならず、２万サイト程度にも及ぶ設置登録ユーザーのウェブサイ

ト上のリンク見出し表示部分に表示させるなど、実質的にリンク見出しを配信している場合には、新聞社の見出

しに関する業務と競合する面があることも否定できず、社会的に許容される限度を超えたものとして、実質的に

配信した者に対して、損害賠償請求を認められた事例がある（読売オンライン事件：知財高裁平成 17 年 10 月６

日判決）。この点、不法行為の成否の基準は、本事件第1 審である東京地裁平成16 年 3 月 24 日判決によるも

のであり、1 つの参考となる基準になろう。ただし、個別具体的な事例に不法行為責任が認められるかについて

は、議論の余地があり、今後の裁判所の事例集積の動向を注視する必要がある。 
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②不正競争防止法に基づく責任 

リンクを張ることに関連して、不正競争防止法に定める不正競争行為30に該当する場合があるか

を検討する。 

サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る場合には、クリック等のユー

ザーの行為を介さないとリンク先の情報が表示されないから、他人の商品等表示の使用といえる

かどうか、また、それを自己の商品等表示として使用しているといえるかどうかを考えると、こうした

行為が不正競争行為に該当する可能性は極めて低いと考えられる。 

一方、インラインリンクの方式やフレームリンクの方式でリンクを張る行為については、リンク先の

商品等表示を、リンク元の営業とリンク先の営業とを混同を生じさせるように使用した場合や、著名

な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性が

ある。 

また、リンクを張る際に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を表示した場

合には、不正競争行為に該当する可能性がある31。 

 

③商標法に基づく責任 

商標法について検討すると、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張

る行為自体は、リンク先に他人の商標が表示されていたとしても、当該他人の商標を出所表示とし

て使用する行為に当たらない場合が多いことから、原則として商標権侵害にはならないと考えられ

る。ただし、こうした方式のリンクであっても、リンクを張る際に、例えばリンクボタンなどにリンク先

の企業の商標を無断で使用している場合には、リンクを張る行為自体ではなく、当該商標の使用に

ついて、その使用態様によっては商標権侵害の問題が発生する可能性がある。 

一方、インラインリンクの方式やフレームリンクの方式でリンクを張る場合には、閲覧するユーザ

ーから見れば、リンク元のウェブページの作成者があたかもリンク先の他人の商標を使用し、当該

商標が出所表示機能を発揮しているような場合も想定されるが、そのような態様での使用において

は、商標法上の「使用」と評価される可能性もあるものと考えられる32。そして、その「使用」が、当該

                                                 
30 需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは

包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。）と同一又は類似した表示を使用して営業活動等を行い、そ

の他人の営業であるか、又はその他人の営業等と何らかの関係があるかのような商品・営業主体の混同を生じ

させる行為は、不正競争行為になる（不正競争防止法第２条第１項第１号）。また、他人の商品等表示が著名で

ある場合には、混同を生じさせなくても、自己の商品等表示として使用した場合には不正競争行為になる（不正

競争防止法第２条第１項第２号）。更に、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は

流布した場合にも不正競争行為になる（不正競争防止法第２条第１項第１４号）。 
31 原告会社と競争関係にある中国法人の日本語版ウェブサイトのウェブページに、原告ら（原告会社及び同社取

締役たる原告）が同法人の代理店であるかのような表示がなされ、さらに同ページに原告会社が開設するウェブ

サイトにリンクを設定された。このようなリンクを張られた原告らが、上記中国法人及び当該法人の日本の代理

店である被告による上記行為は原告らの名誉及び信用を毀損する共同不法行為を構成するとともに、原告会社

との関係では不正競争防止法第２条第１項第１４号所定の不正競争行為に該当するなどとして、被告に対し、損

害賠償等を求めた事案がある。この点、裁判所は、被告が、中国法人において本件ウェブページを作成するに

当たり、尐なくともそのためのデータや資料を提供するなどして、これに関与していたものであり、ひいては同法

人が本件表示行為をするに当たって関与したものと認めるのが相当であり、被告は、本件表示行為について、

原告会社との関係で社会的信用を害する虚偽の事実を流布するものであるとして、不正競争防止法第２条第１

項第１４号の不正競争行為であることを認め、原告個人との関係で名誉・信用毀損、氏名権侵害を認めて、同法

人と共同不法行為責任を負うものというべきであるなどとして請求の一部を認めた（大阪地裁平成19 年 7 月 26

日判決）。 
32例えば、リンク先の他人の商標が、当該商標が本来担っているリンク先の他人の商品又は役務等についての出
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商標の指定商品又は指定役務に関してなされたものであると解される場合には、商標権侵害を構

成すると考えられるため、注意が必要である。 

 

④著作権法に基づく責任 

著作物性が認められる他人のウェブページにリンクを張る場合について、著作権法上問題が生

じるか否かについて検討する。 

ユーザーは、リンク元のウェブページ中に記述されたリンク先のウェブページのURL をクリックす

る等の操作を行うことにより、リンク先のウェブページを閲覧することになるが、この際、リンク先の

ウェブページのデータは、リンク先のウェブサイトからユーザーのコンピュータへ送信されるのであ

り、リンク元のウェブサイトに送信されるわけではなく蓄積もされない。即ち、リンクを張ること自体に

より、公衆送信、複製のいずれも行われるわけではないから、複製権侵害、公衆送信権侵害のい

ずれも問題にならないものと考えられる33。サーフェスリンク、ディープリンク、イメージリンク、フレー

ムリンク、インラインリンクの個別の態様でのリンクを張る行為自体においては、原則として著作権

侵害の問題は生じないと考えるのが合理的である。 

ただし、リンク態様が複雑化している今日、ウェブサイトの運営者にとっては、ウェブサイトを閲覧

するユーザーから見てどのように映るかという観点からすれば望ましくない態様でリンクを張られる

場合があり、例えば、ユーザーのコンピュータでの表示態様が、リンク先のウェブページ又はその

他著作物であるにもかかわらずリンク元のウェブページ又はその他著作物であるかのような態様

であるような場合には、著作者人格権侵害等の著作権法上の問題が生じる可能性があるとも考え

られる34。さらに、そのようなリンク態様において著作者の名誉声望が害されるような場合には、著

作者人格権の侵害（著作権法第113 条第 6 項）となる可能性もあるであろう35。 

 

                                                                                                                                               
所表示機能を、リンク元のウェブページ作成者の商品又は役務に対して発揮させる態様で表示されるような場

合には、出所混同の防止という商標法の目的に照らし、商標法上の「使用」（商標法第2 条第 3 項第 7 号及び第

8 号）に該当すると解することができるであろう。 
33 中山信弘「著作権法」216 頁。 
34 このような場合のリンクの問題を著作者人格権で処理する見解としては、中山信弘「著作権法」216 頁、岡村久

道、近藤剛史「インターネットの法律実務（新版）｣160 頁以下を参照。 

イメージリンク、フレームリンクについては、同一性保持権侵害、氏名表示権侵害の可能性を指摘する見解が

ある（ＴＭＩ総合法律事務所編「ＩＴの法律相談」121 頁以下、小林英明、マックス法律事務所編、「くらしの法律相

談⑳」132 頁以下）一方、公衆送信権侵害となる可能性があるとする説もある（栗田隆

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/article2.html#T2）。また、リンク先のウェブサイトにフレーム機

能を使って他の素材と表示することを明確に禁止しているケースでのフレームリンクにおいて、公衆送信権侵害

を認める見解もある（宮下佳之「サイバースペースにおける著作権問題について」コピライト1997 年 10 月号第 10

頁）。 

さらに、リンク態様に応じて、公衆送信権、氏名表示権及び同一性保持権等の著作者人格権侵害を分けて検

討する見解もある（田村善之編「情報・秩序・ネットワーク、北海道大学法学部ライブラリー３」243 頁及び 250 頁

以下）。 

一方、著作権侵害が行われているウェブサイトにリンクを張って著作権侵害を助長したような場合について、

著作権侵害の問題を指摘する見解がある（内田晴康、横山経通編｢第4 版、インターネット法｣36 頁以下、田村善

之編「情報・秩序・ネットワーク、北海道大学法学部ライブラリー３」243 頁以下）。 

このように、公衆送信権侵害、同一性保持権及び氏名表示権の侵害等を問題とする様々な見解が存在する

が、現時点では限界的な事例において大方の賛同を得られるような解釈論を示していないとも思われ、具体的

な侵害事例については今後慎重な議論をしていく必要があるものと考えられる（著作権法の権利制限規定をめ

ぐる諸問題権利制限委員会、著作権研究所研究叢書No12,42 頁）。 
35 中山信弘「著作権法」216 頁。 
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⑤小括 

リンクの法的な意義については必ずしも明確な理論が確立しているわけではなく、また、無断リ

ンクを巡って様々な紛争が生じている現状を考慮すると、「無断リンク厳禁」と明示されているウェブ

ページにリンクを張る場合には、十分な注意が必要である。 

 

（４）具体的検討 

例１、例２の場合は、リンクという手段を用いてリンク先の名誉や信用を毀損する行為と解され、リ

ンクを張られたサイトの運営者側は、民事上は不法行為責任として損害賠償を請求できる可能性が

ある。また、刑事上は名誉毀損罪、信用毀損罪等が成立する可能性があるとともに、態様によっては

著作者の名誉声望を害するものとして著作者人格権の侵害（著作権法第113 条第6 項）となる可能性

があるものと考えられる。 

例３の場合には、リンク元のウェブページに、「関連企業情報はこちら」、「リンク先の企業は弊社傘

下の代理店です。」、「この人は当社の関係者です。」等といった誤解を誘う表示とリンク先の企業を

特定する名称等が表示されるものと考えられるが、これらの表示は、リンク先と関連会社であるとの

誤解を与えて不正の利益を得、又はリンク先に損害を被らせる蓋然性の高い場合には、名誉権又は

氏名権等の侵害、信用毀損を根拠として不法行為責任が問題となる可能性があると考えられる。 

また、リンクを張る際に、競争関係にあるリンク先の企業の営業上の信用を害する虚偽の事実を

表示した場合には、不正競争行為に該当する可能性があると考えられる。 

例４は、リンク先のロゴマークなどにのみインラインリンクを張る場合であり、リンク先の「商品等表

示」のみがリンク元において表示されることになる。このため、周知なロゴマークを、リンク先の企業の

関連会社であるかのような営業主体の混同を招くようなかたちで使用する場合や、自分の企業のロ

ゴマークとして他人の著名なロゴマークなどを使用する場合には、不正競争行為に該当する可能性

があると考えられる。 

また、当該ロゴマークが他人の登録商標である場合、自らのホームページ上で、当該登録商標を

その指定商品又は指定役務について使用すると、その使用態様によっては、商標権侵害となる場合

がある。 

 


